
「危機管理指針充実のため
の視点（仮称）」及び「危機管
理指針参考モデル（仮称）」の
作成

「危機管理指針充実のため「危機管理指針充実のため
の視点の視点（仮称）（仮称）」及び「危機管」及び「危機管
理指針参考モデル理指針参考モデル（仮称）（仮称）」の」の
作成作成

◆「危機管理指針参考モデ
ル（仮称）」骨子（案）の
作成・提示

◆「危機管理指針参考モデ
ル（仮称）」骨子（案）の
作成・提示

都道府県において策定さ
れている「危機管理指針
（※）」の記載項目等の検証

都道府県において策定さ
れている「危機管理指針
（※）」の記載項目等の検証

◆最終報告書◆

◎作成主体 ： 検討会

※ 危機管理事案に的確に対応するために、特定の事案
に限定せず、危機管理事案全般に対して統一的な組織
のあり方や全庁的な対応方針を示すもの。

◎平成１８年１０月１日現在、４７都道府県のうち３８
団体で策定済み

◆検討会における議論◆

Ⅰ．危機管理事案に的確に
対応するために地方公共
団体が有すべき機能

Ⅱ．総合的な危機管理体制
の整備方策

①危機管理組織のあり方

②危機管理事案への対応のあ
り方

③危機管理事案に対応するた
め平素から取り組むべき事項

④危機管理分野における人材
育成のあり方

地方公共団体へ還元

「危機管理指針充実のための視点（仮称）」は、現在
地方公共団体で策定されている「危機管理指針」
の質をより高めるために参考とすべき視点を示す
ものであり、「危機管理指針参考モデル（仮称）」は、
消防庁がこれらの視点を踏まえた「危機管理指針」
の一つの参考モデルを示すもの。

「最終報告書」、「危機管理指針充実のための視点（仮称）」及び
「危機管理指針参考モデル（仮称）」の関係（イメージ）

「最終報告書」、「危機管理指針充実のための視点（仮称）」及び
「危機管理指針参考モデル（仮称）」の関係（イメージ）

都道府県にお
いて策定されて
いる「危機管理
指針」中、先行
的・特徴的な記
述（取組み）内
容等の分析

都道府県にお
いて策定されて
いる「危機管理
指針」中、先行
的・特徴的な記
述（取組み）内
容等の分析

反映

資料１

◎作成主体 ： 消防庁

第９回の会合で
検討した事項

第７回・第９
回の会合で検
討した事項

第８回の会合で
検討した事項

今回の会合で
検討を行う事項

反映

今回の会合で
検討を行う事項
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３ 持続的に危機に対応できる体制の確保３３ 持続的に危機に対応できる体制の確保持続的に危機に対応できる体制の確保

○ ローテーションの構築
危機発生当初は参集職員全員で対応し、状況が落ち着いた段階で一定の人員を残

して、１日２、３交替制でローテーションを組む。

２ 平素からの組織及び関係機関との連絡調整並びに役割分担２２ 平素からの組織及び関係機関との連絡調整並びに役割分担平素からの組織及び関係機関との連絡調整並びに役割分担

（１） 危機発生時における各部局の役割の明確化
・ 当該危機に係る担当部署は対策本部内で危機に対して直接対応
・ 危機管理担当部署は対策本部の運営全般に渡って、指導的な役割を担当
・ その他の部署は対策本部に支援要員を派遣するとともに、対策本部からの指示

を受け、所掌事務の範囲内で対応する。
（２） 関係機関との連絡調整窓口の設置

対策本部においては関係機関（警察、自衛隊、医療機関等）からリエゾン※を受け入
れ、連絡調整、協力依頼等を円滑に進める。
※ 関係機関との連絡調整員のことをいう。
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１ トップダウンを意識した体制
２ 平素からの組織及び関係機関との連絡調整並びに役割分担
３ 持続的に危機に対応できる体制の確保

１１ トップダウンを意識した体制トップダウンを意識した体制
２２ 平素からの組織及び関係機関との連絡調整並びに役割分担平素からの組織及び関係機関との連絡調整並びに役割分担
３３ 持続的に危機に対応できる体制の確保持続的に危機に対応できる体制の確保

○ 危機発生時においては迅速かつ的確な判断が求められるところ、危機対応の
みを専門に行っているわけではない知事等が望ましい意思決定を行うには十分
な知見を持った者による補佐が必要。

○ 危機発生時に全庁的な対応が必要となった場合にあっては、平素からの組織
や関係機関との連絡調整、役割分担等が必要になってくるところ、詳細な事項に
ついてその長に対して指示できるだけの知見と権限を持った者が必要。

○ 危機発生時の対応についてノウハウを持つ危機管理担当部署の職員が、対策
本部の下に設置される各班等の運営を補助していくことが必要。

Ⅰ－３ 危機発生時における危機管理専門幹部・
危機管理担当部署の必要性

ⅠⅠ－３－３ 危機発生時における危機管理専門幹部・危機発生時における危機管理専門幹部・
危機管理担当部署の必要性危機管理担当部署の必要性

危機管理専門幹部・危機管理担当部署の設置
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Ⅲ－１ 平素からの危機管理専門幹部・危機管理担当部署の必要性ⅢⅢ－１－１ 平素からの危機管理専門幹部・危機管理担当部署の必要性平素からの危機管理専門幹部・危機管理担当部署の必要性

（１） 初動体制の確保
・ ２４時間即応体制として宿日直を置く。
・ 各部局が担当する危機、各部局の役割分担、各種判断基準等について各部局間の調整を
行い、予め定めておく。その際、部局長級に加えて各部局の主幹課係長級といった現場レベ
ルの協議・調整を行う。
・ 訓練等を主導して行う。
（２） 関係機関との連携

協力可能な事項について市町村、関係機関、専門家等と担当部局を交えて連絡調整を行い、
予め定めておく。
（３） 情報に関する事項への対応

危機発生時に提供する情報について広報担当部局と調整するとともに、マスコミとも調整を
行っておく。

（参考：（参考： 「地方公共団体における総合的な危機管理体制についての調査」「地方公共団体における総合的な危機管理体制についての調査」
◆危機管理専門幹部の業務内容については、「危機管理に関して、情報を一元管理し、首長等の迅速・的

確な意思決定を補佐するとともに、関係部局の総合調整」を行うのが一般的。
◆危機管理担当部署においては、国民保護事案、自然災害及び大規模事故については一義的に所管する

とともに、ほとんどの事案について必要性に応じて対応を行う（危機管理担当部署を全庁的又は部局横
断的な取組みを行う必要があるような危機管理事案が発生した場合に、一義的に全庁的な連絡調整を担
当するものと定義して調査。）。

危機管理専門幹部・危機管理担当部署の設置
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③

②

危機管理
専門幹部
（危機管理
担当部署）

危機管理監（特別職相当）
をこなせる人材を確保する
必要がある。

・各部局への指揮命令が容
易であり、調整を行いやすい。
・機動的に対応しやすい。

危機管理監（特別職
相当）が首長を補佐

各部局の調整が行いにくい
場合がある。

機動的に対応しやすい。
危機管理監（部長級）

が統括

各部局の調整が行いにくい
場合がある。

総務担当部局長への適時的
確な助言が可能。

危機管理監（次長級）
が補佐①

デメリットメリット

Ⅲ－２ 危機管理専門幹部（危機管理担当部署）のあるべき地位ⅢⅢ－２－２ 危機管理専門幹部（危機管理担当部署）のあるべき地位危機管理専門幹部（危機管理担当部署）のあるべき地位

※「地方公共団体の防災体制のあり方に関する調査検討委員会報告書」（平成１４年３月）を参照。

その他
の部局

知 事

消防防災
担当課

危機管理
担当課

総務担当
部局

知 事

消防防災
担当課

危機管理
担当課

危機管理担当部
局（危機管理監）

① ② ③

その他の
部局

知 事

消防防災
担当課

危機
管理監

総務担当
部局等

その他
の部局

危機管理に機動的に対応できる組織の構築を図るための検討を常時、自主的に行っていく必要がある。

危機
管理監
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Ⅲ－３ 危機管理担当課の所属部局と求められる役割ⅢⅢ－３－３ 危機管理担当課の所属部局と求められる役割危機管理担当課の所属部局と求められる役割

○ 危機管理担当課の所属部局につい
て、生活・環境部局が大きく減少して
いる。

○ 危機管理担当課の所属部局につい
て、危機管理部局が大きく増加してい
る。

危機管理担当課が総務部に置かれて
いる場合は各部局との調整機能が、危
機管理部局に置かれている場合はその
専門性の発揮が期待されていると考え
られる。

危機管理担当課が総務部に置かれて
いる場合は各部局との調整機能が、危
機管理部局に置かれている場合はその
専門性の発揮が期待されていると考え
られる。

※「平成１３年度」は地方公共団体の防災体制のあり方に関する
調査検討委員会で行われた調査の結果、「平成１８年度」は
本検討会において行った調査の結果である。以下同じ。

危機管理担当課の所属部局

25 23

3

16

19

8

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成13年度 平成18年度

総務部局 危機管理部局 生活・環境部局
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Ⅲ－４ 危機管理専門幹部が有すべき権限、所掌事務の範囲ⅢⅢ－４－４ 危機管理専門幹部が有すべき権限、所掌事務の範囲危機管理専門幹部が有すべき権限、所掌事務の範囲

○ 危機管理専門幹部を設置する団体
が大きく増加し、約９割の団体に及ん
でいる。

○ 危機管理専門幹部の職階を部長級
とする団体が大きく増加し、過半数を
占める。

○ 危機管理専門幹部を設置する団
体が大きく増加しており、都道府県に
おいて危機管理意識が高まっている
ことが分かる。

○ 危機管理専門幹部を部長級とする
団体が大きく増加しており、各部局と
の調整力が強化されていると考えら
れる。

○○ 危機管理専門幹部を設置する団危機管理専門幹部を設置する団
体が大きく増加しており、都道府県に体が大きく増加しており、都道府県に
おいて危機管理意識が高まっているおいて危機管理意識が高まっている
ことが分かる。ことが分かる。

○○ 危機管理専門幹部を部長級とする危機管理専門幹部を部長級とする
団体が大きく増加しており、各部局と団体が大きく増加しており、各部局と
の調整力が強化されていると考えらの調整力が強化されていると考えら
れる。れる。

危機管理専門幹部の有無及び職階

29

5

7

14

10

26

1 2

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成13年度 平成18年度

なし 次長級 部長級 部長級より上
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Ⅲ－５ 危機管理担当部署と危機管理専門幹部の関係ⅢⅢ－５－５ 危機管理担当部署と危機管理担当部署と危機管理専門幹部の関係危機管理専門幹部の関係

○ 危機管理担当課を総務部局に置いている団体においては、危機管理専門幹部を設置し
ていない団体が大きく減少し、次長級、部長級に充てている団体が多くなっている。

○ 危機管理担当課を危機管理部局に置いている団体は、絶対数として大きく増加している
とともに、部長級が危機管理専門幹部となっている団体がほとんどである。

○ 危機管理担当課を総務部局、危機管理部局以外に置いている団体は半減している。

危機管理担当課所属部局と危機管理専門幹部の職階の関係

15

3

12

4

9

0

1

3

4

5

10

1

13

4

3

1

0

1

0

01

2

1

1

0 5 10 15 20 25 30

【総務部局】　　　　

平成13年度

平成18年度

【危機管理部局】　

平成13年度

平成18年度

【生活・環境部局】

平成13年度

平成18年度

（団体数）
なし 次長級 部長級 部長級より上


